
中小企業信用保険法第２条第５項第５号（イ）－①～⑨に基づく認定について 
 

〇認定要件（aと bの両方を満たす必要があります。） 

a.別に定める指定業種一覧にある業種のみを営んでいること。 

※指定業種一覧及びその業種の定義については、中小企業庁ＨＰでご確認下さい。 

 

b.中小企業信用保険法第２条第５項第５号に基づく認定業種のうち、最近３か月間の売上高又は販売

数量（以下、売上高等という）が前年同期の売上高等と比べて５%以上減少していること。 

 

〇必要書類 

【法人の場合】 

・認定申請書   …２部 

・売上比較表   …１部 

・法人登記簿謄本（原本）   …１部 

・決算書１期分の写し（直近分）   …１部 

・申込み時点における最近３カ月の各月試算表   …１部 

・前年同月比試算表   …１部 

・営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等   …１部 

（例：取扱い商品やサービス等を疎明できる書類、許認可証の写し等） 

 

【個人の場合】 

・認定申請書   …２部 

・売上比較表   …１部 

・確定申告書の写し（直近分）   …１部 

・申込み時点における最近３カ月の各月試算表   …１部 

・前年同月比試算表   …１部 

・営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等   …１部 

（例：取扱い商品やサービス等を疎明できる書類、許認可証の写し等） 

 

 

●申請受付・お問合せ 

 平群町役場 観光産業課  ＴＥＬ：０７４５－４５－１０１７ 

 
※本認定とは別に金融機関・信用保証協会による金融上の審査があります。 

※認定を受けた後、金融機関・信用保証協会へ別途利用申し込みが必要です。 

 


